
1．最高裁判所事件月表 （民事）
訟廷事務室統計係令和6年12月分
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上告受理（受） ． （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） ． （行卜）欄の下段（ ）数値は、並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） 。 （行上）欄の新受の下段（ ）数値は、係属事件の内で、当月受理決定のされた事件数であり、既済・未済の下段は、受理決定のあった事件数で内数である。

〔 〕数値は、分配替えがあった事件で新受計・既済計に含まれていない。
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2． 最高裁判所事件月表（刑事）

令和6年12月分

1月からの累計1月からの累計済済 未新 受 既

第二小法廷 第三小法廷 計 新受 既済第二小法廷 第三小法廷 計 大法廷 第一小法廷第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計 大法廷 第一小法廷大法廷

(68） 183 (70） 203 (206） 544 3855 3763総 数 (68) 158105 97 121 323109 30198 94

総 数 1693 1610

第一審判決に対するも
'〕

1 1

上
告
審

訴
訟
事
件

うち栽判員関与

控託審判決に対するも
の

1692

148

1607

127うち雄判員関与

非常上告 2

審再

総 数 2162 215360 172 24 34 39 97160 56 5650 5(） 60

6 20 21

皿

一
焔16

2 1 4 2 3 1再審諸求 3 12 1

161 2上告受理申立て 1

法廷等の秩序維持に関する
法稚に基づく特別抗告

訴
訟
事
件
以
外
の
事
件

４
｜
｜
狸
一
鯛
－
１

4

952

28

1

2判決訂正申立て

8 46 95923 19 22 64 16 22特別抗告申立て 23 18 21 62

1 1 252 1 1 4医療観察再抗告

費用補償諦求

|灘醐臘諭求？
ロ

１
｜
｜
画
一
蝿

1

187

943

刑]IF補償諦求

2 6 10 1876 4 3 13 2訴訟饗用免除申立て 2 4 126

29 33 85 12 13 9 34 95332 83 23刑邸甥 25 26

没収の栽判の取禰し上告
耶伸

11 1 1 .

3． 上告事件の既済区分表

法廷別
第二小法廷|第三小法廷’ 計第三小法廷 計第二小法廷第一小法廷大法廷

区
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(注1） 刑事に関する掲上数は、すべて人員である。

(注2） 2．最高裁判所事件月表（刑事）中未済の（ ）数値は、上告受付時に被告人の

身柄が勾留中のもので内数である。
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4． 上告既済事件の審理期間表
令和6年12月分
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